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大
正
十
二
年
八
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獲
行

眺
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叢

武

士

成

立

の

経

済

的

要

素

三

浦

周

行

一

日
本
史
上

に
於
け

る
武
士

の
成
立

に

つ
い
て
は
、

も
ざ
よ
り
歌

治
上
、

軍
事

上
.
耐

食
上
等
、

種

々
の
方
面

よ

b
考

へ
得
ら

る

、
の

で
あ

っ
て
、
其
原

因
は
決

し
て
軍
純

で
は

な

い
が
、
経
済

上

か
ら
も
亦

至
大

の
關
係
を
有

っ

て
居

る
。

大
化

の
改
新

が
、
土
地
国

有

の
方
針

を
取

っ

て

よ
ヶ

以
.
來

、
.令

の
制
度

に
於

て
も

.
公

田

・
私
田

の
名

は
あ

り
乍
ら

、
公

田

は
も

一し
ょ
り
、
私

田
の
所
有
者
す
ら

、
只
其
使
用

用
益
を
許

さ
れ
る

に
止

っ
て
、
塵

分
権

は
興

へ

ら

れ
な

か

つ
だ
。
.を
れ
で
も
特

に
費
買

を
許

さ
れ
た

も
の
.に
、
宅
地

ε
共

に
園
地

が
あ
b

両
天
墾

田
が
あ

っ
た
。

重
農
主
義

の
我

国
民

の
土
地

慾
を
、
斯

る
制
限

の
下

に
満

足

さ
せ

る
こ
ざ
は
、
.到
底

望
ま
れ

な

い
。

時
代

の
慾
求

、
論

叢

武
士
成
立
の
経
済
的
要
素

第
†
七
巻

(第
二
號

一
)

一五
三

占



論

叢

武
士
成
立
の
経
済
的
要
素

第
+
七
巻

(第
二
號

困じ

「
五
四

が
墾
田
に
集
中
し
て
来
て
か
ら
、
始

め
て
口
分
田
其
他
の
人
民
に
支
給
す

べ
き
土
地

の
不
足
を
補
は
ん
が
爲
め
に

百
方
土
地
開
墾
を
奨
画
し
來

つ
た
政
府
は
、
早
く
も
手
の
裏
を
齢
す
が
如
く
に
禁
止

の
方
針
を
取

っ
て
見
た
け
れ

こ
も
、
も
ε
よ
b
画
行
さ
る
べ
き
筈
も
な
く
、
剰

へ
法
律
上
に
は
庭
分
権
の
な
い
公
田

・
私
田
迄
が
、
魔
除
に
は

永
久
費
買
も
出
来
る
や
う
に
な

っ
て
、
そ
れ
ら
が
所
謂
旺
園
ご
な

っ
て
鞍
達
し
た
。
荘
園
ご
は
法
律
上
種

々
の
制

限
あ
る
公
田

・
私
田
に
激
し
て
、
何
等

の
制
限
も
な

い
完
全
な
る
所
有
地
を
い
ふ
の
で
あ
る
か
ら
、
國
氏
の
土
地

慾
を
満
た
す

に
、
こ
れ
に
越

し
た
も
の
は
當
時

に
あ
b
得
な
か
っ
た
。
併
し
永
久
の
永
の
宇
に
に
も

一
命
の
下

に

制
限
を
附
す
る
程
の
政
府
で
あ

っ
た
か
ら
、
完
全
ご
い
っ
た
ε
こ
ろ
で
、
何
時
如
何
な
る
制
限
が
設
け
ら
れ
て
、

事
實
上
不
完
全
`
な
ら

阻
巴
も
限
ら
画
。
殊
に
延
喜
以
来
、
政
府
の
方
針
が
此
荘
園
の
制
限
に
傾

い
て
来
た
結
果
、

不
正
な
る
寄
附
・
萱
買
を
取
繕

つ
た
b
、
一
定
の
時
期
以
後
に
出
來
た
在
園
を
停
磨
し
九
り
し
た
影
響
は
、
荘
園
に

取

っ
て
可
な
り
深
刻
な
も
の
で
あ

っ
た
。
國
司
が
中
央
政
府
の
方
針
を
脚
行
す
れ
ば
、
中
央
の
畳
え
の
よ
き
こ
ご

言

ふ
迄
も
な
か

つ
π
か
ら
、
彼
等
は
勢
ひ
極
端
に
走

っ
て
、
地
方
地
主
の
利
益
を
蹂
躪
し
、
彼
等
の
心
謄
を
寒

か

ら
せ
た
。
こ
れ
に
封
ず
る
防
衛
策
ε
し
て
地
方
地
主

の
兵
力
を
蓄

ふ
る
こ
ε
に
な

っ
た
の
は
、
武
士
獲
生
の
有
力

な
る

一
原
因
で
あ
る
が
、

一
方
か
ら

こ
れ
を
見
る
ε
、
国
司
の
地

方
地
主

に
封
ず
る
塵
迫
が
、
官
奪
艮
鼻

の
極
端

な

お
表
現
で
あ
る
丈
、
そ
れ
或
、
こ
れ
が
対
策
も
亦
官
愈
民
鼻

の
⊥
か
ら
、
最
も
有
効
な
る
方
法
た
る
こ
蓬
を
要

す
る
。
此
間

の
消
息
に
通
じ
π
地
方
地
主
は
表
面
彼
等
の
所
有
地
を
中
央
の
皇
族

・
貴
族
若
し
く
は
朝
野
の
韓
崇

幽

ρ



し
措
か
ざ
る
神
肚

・
寺
院

に
寄
附
し
て
、
こ
れ
を
其
本
所
若

し
く
は
領
家
ε
頼
み
、
自
身
臥
永
久
其
管
理
者
た
る

の
妙
策
を
獲
見
し
た
。
此
方
法
に
操

る
ε
、
其
土
地
は
所
有
者
を
改
め
る
こ
ξ
、
な
る
け
れ
こ
も
、
而
か
も
共
土

地
は
本
所
若
し
く
は

領
家
の
荘
園
ε
な

っ
て
、

不
輸
即
ち

免
税
の
特
典
を
享
け
、

是
迄
の
地
主
は
比
較
的
輕
微

な
納
物
を
年
貢
の
名
に
於
て
本
所

に
績
め
る
代
り
に
、
永
久
に
下
司
戦
其
他

の
名
義
の
下
に
、
事
賢
士
の
所
有
者

た
る
椹
利
を
保
留

し
た
の
で
め
る
か
ら
、
所
謂
年
貢
や
公
事
は
只
名
義

の
書
換
料
及
び
危
険
に
封
ず
る
保
険
料
た

る
に
過
ぎ
な

い
。

こ
れ
程
安
全
に
し
て
且
つ
安
債
な
る
財
産
保
善
法
は
他

に
あ
ら
う
か
。
さ
れ
ば
此
方
法
は
靡
然

こ
し
て

一
世
の
流
行

`
な
b
、
企
國
の
地
主
蓮
は
載
れ
も
く

ε
こ
れ
に
倣

ふ
事
ご
な

っ
た
が
、
其
保
障
の
如
き

も
、

一
種
丈
で
不
安
を
思

っ
た
も
の
は
、
、
更
に
そ
れ
以
上
の
権
力
を
引

い
て
來
て
、
輪

に
輪
を
か
け
た
二
重
の

保
障
磯
關
を
設
け
陀
。
.そ
れ
が
椹
門
勢
家

の
荘
園
の
本
所

・
領
家
の
關
係
で
あ
る
。
尤
も
こ
れ
は
必
ず
し
も
荘
園

に
限

っ
て
行
は
れ
π
鐸
で
は
な
い
。
叉
中
古
に
な

っ
て
始
ま

っ
た
事
こ
も
思
は
れ
澱
。
即
ち
前

に
は
御
子
代

・
御

名
代

・
屯
倉

の
如

き
も
亦
此
方
法
に
依

っ
て
地
主

の
利
盆

に
慮
用
さ
れ
た
ピ
信
ず

べ
き
理
由
が
め
り
、
又
庇
方
法

は
其
後
土
地
以
外
、
商
工
業
上
の

「
座
」
に
も
利
用
さ
れ
て
、
此
方
面

の
本
所
關
係
を
生
じ
陀
も
の
巴
認
め
ら
る

る
。
今
專
ら
源
丞
・
三
民
の
武
家
に
関
す

る

一
二
の
例
を
擧
げ
て
こ
れ
を
研
究
す

る
こ
ε

、
す

る
。

二

大
治
五
年
六
月
†

一
日
、
下
総
椹
介
半
纏
繁
の
寄
附

に
撮

る
に
、
彼
れ
は
其
私
領
下
総
國
相
馬
郡
布
施
郷
を
神
宮

・

論

叢

黄
土
成
立
の
経
済
的
要
素
.
.

第
十
七
巻

(第
二
號

三
)

「
五
五



論

叢

武
士
成
立
の
維
濟
的
要
素

第
十
七
巻

(第
二
號

四
)

一
五
六

領

に
蜘可
…附
置
レ
た
が

、
甘
六
虫
可
…附
…歌

に

右
借
地

、
脛
繁

之
相
傳

私
領
也

、
進

退

領
掌

敢
無

二池

坊
↓

袋
爲
レ
募
二
神
威

↓

任
二
倍
例

}永
所

レ
寄
一遙

於
伊

勢
皇
太

神
宮

一如

レ
件

、

ε

め
る
。
継

繁
は

下
総
の
国
司

で
あ
る
が
、
其
私
領
を

神
宮

に
寄
附

し

だ
理
由

は
、
「
爲
レ
募
二
神
威

」

ざ
い

っ
て

居

る
の
で
あ

る
。

天
保
麺
七
年
六

月
日

の
相
撲

国
司
解

に
見

え
た
御
厨

司
解
状
を
見

る

ε
、

件
御
厨

、
元
老

彼
國
住
人
竿
景

正
先
祀

相
傳

私
領

也
、
而
爲

レ蒙
二
瀞
徳

一

任
二
傍

例
↓

寄

=進
太

神
宮
御
領

一

之
刻

、
永
所

レ附
一一旙

於
伊
勢

恒
出
目
一也

、

ご
め

る
。
寄
附
着

た

る
干

景

正
は
相

撲
國

の
住

人
で

あ

っ
て
、
先
耐
以

来
大
庭
荘

に
居

っ
た
か
ら

、
大
庭

を
名
字

ε
す

る
に
至

つ
セ
の
で
、
大
庭
荘
は
所

謂
本

領

で
め

り
、
大
庭
は
即
ち
在
名

で
あ
る
。
曾
卑

分
賦

の
孕

氏
系
固

に

擦

る
ご
、
景

正
は

大
庭
太

郎
最
悪

の
爬
父

に
當
り
、
有

名

な
る
鎌
倉
橿

五
郎
其
人

で
あ
る
が
、
彼

れ
の
時

分

に
は
、

未

だ
大
庭

蓬
名
乗

っ
て
居

π

ε
は
見

え
戯
。
此
先

岨
以

来
相
続

し
來

つ
た
私

領
を
神
宮
領

に
寄
附

す

る
理
由

ξ
し

て
は

、
「
爲

レ蒙

二
神
徳

一」
で
め

つ
て
、
経

繁

の
場
合

ε

同
じ

く
、
何

れ
も
「任

二
倍
例

一」

ε

い

っ
て
居

る
か
ら

、
當

時

に
め

っ
て
は
決

し
て
珍
ら

し

い
揖
來

事
で
は
な

か

つ
だ
。

其
他

天
養

二
年

三
月
十

】・同
源
義

朝

の
下
総

國
相

馬
郡
を
神

宮

に
寄

附
す

る
に
當

っ
て
も
、
「
相

二募

太
神
宮
御

1)櫓 垣交書

2)天 養記

■



威

一限
一一永
代

一所
二
寄
進

一也
L
窪
い
つ
て
居
り
、
同
じ
年
に
千
葉
常
胤
は
同
郡
を
神
宮
の
御
厨
に
寄
す

る
に
當

っ
て
、

亦
「
恐
二
神
威

一永
可
レ
爲
二
太
神
宮
御
厨

一」
云
々
こ
い
っ
て
居
る
の
で
あ
る
。
是
等
は
眞

に
敬
紳
の
蝕
り
其
財
産
を

喜
捨
し
売
も
の
で
あ
る
か
ε
い
ふ
に
、
景
正
の
場
合
は
大
場
の
私
領
を
神
宮
に
寄
附
す
る
ε
共

に
、
永
く
伊
勢
恒
吉

に
附
鵬
し
、
本
来
山
野
で
め
っ
た
こ
こ
ろ
を
開
墾
し
て
、
神
宮
の
御
厨
家
に
す
る
や
う
に
見
え
て
居
る
丈
で
、
景

正
が
何
等

か
の
名
義
の
下
に
、
共
所
有
灌
を
保
留
す
る
や
う
な
事
は
見
當
ら
漁
が
、
脛
繁

の
場
合
に
は
其
私
領
布

施
郷
を
神
官

に
寄
附
す
る
に
つ
い
て
は
、
神
官
の
椹
禰
宜
荒
木
田
神
主
延
羽
を
口
入
神
主

ξ
す

る
事
、
下
司
職
は

寄
附
躄

る
経
繁
の
子
孫
に
相
違
?

相
傳

せ
し
む

べ
き
事
、
下
司
職

の
義
務
ε
し
て
納
む

べ
き
供
祭
物
は
毎
年

田
畠

の
地
利
上
分
即
ち
牧
盆
ご
土
産
鮭
即
ち
地
方
の
産
物

ご
を
以
て
納
め
る
こ
ご
を
條
件
こ
し
て
居

る
。
即
ち
神

官
領
芭
は
す

る
が
、
下
司
職
は
寄
附
者
の
子
孫
永
久
に
こ
れ
を
保
留
し
て
、
高
は
書

い
て
な

い
け
れ
ざ」
も
、

一
定

の
供
祭
物
を
納

め
る
義
務
を
負
う
た
の
で
あ
る
。
荒
木
田
延
期
の
口
入
紳
主
な
る
も
の
が
如
何
な
る
關
係
に
め
つ

だ
か
ご
い
ふ
こ
ε
は
、
こ

、
で
は
詳
ら
か
で
な
い
け
れ
こ
も
、
.永
萬
元
年
三
月
二
十

　
日

の
寮
頭
占
部
宿
禰
安
元

の
解
歌
に
擦
る
ご

下
総
國
葛
西
御
厨
は
も
ε
本
領
主
た
る
葛
西
清
重
の
先
狙
以
来
神
宮
に
寄
附
し
た

【
圓
の
押

領
で
あ

っ
て
、
其
領
家
口
入
職
は
安
元
の
先
祖
よ
り
数
代
相
続
し
て
入
部
を
遂
げ
、
神
挽
の
上
分
を
納
め
、
毎
年

式
日
の
嚴
重
の
神
授
慶
び
公
事
滞
り
な
く
、
天
下
長
久
安
全
の
所
疇
を
続
け
來

っ
て
居

る
ξ
い
っ
て
居
り
、
猶
ほ

相
庸
御
厨

に
つ
い
て
は
、
神
宮
の
供
祭
軌
の
外
、
口
入
料

ε
補
し
て
白
布
四
重
を
納
め
て
居

る
永
暦
二
年
二
月
目

論

叢

武
士
成
立
の
経
済
的
要
素
.

第
十
七
巻

〔第
二
號

五
)

一
五
七

5)櫓 垣交書

■



冒

論

叢

武
士
成
立

の
縄
濟
的
要
素

第
十
七
巻

(
第
二
號

六
)

一
五
入

め

の
義

宗
の
交
書
も
あ
る
。
そ
れ
を
見

る
ご
、
上
分
料
即
ち
供
祭
物
は
五
十
端
で
あ
る
の
に
、
口
入
料
は
百
端
で
あ

っ
て
、
こ
れ
に
倍
し
て
居

る
。
思
ふ
に
口
入
棘
主
ε
は
後
の
御
師

の
如
き
も
の
で
あ

っ
て
、
神
宮
ご
地
主
ご
の
仲

介
者
ε
な
め
、
地
主
の
爲
め
に
土
地
の
保
障

に
つ
い
て
の
特
別
の
便
宜
を
圖

っ
て
異
れ
だ
か
ら
、
地
主

ご
し
て
も

大
に
酬
み
る
ε
こ
ろ
が
あ

っ
て
、
其
神
領
に
つ
い
て
は
領
家
口
入
職
∵
し
し
て
永
く

一
種
の
年
貢
を
贈
呈
し
た
こ
巴

で
あ
ら
う
。

是
等

の
神
肚

・
寺
院
や
、
皇
族

・
貴
族
の
権
門
勢
家
で
は
、
荘
園
よ
り
納
む
る
年
貢
の
収
入
ば
か
b
で
な
く
、

在
民
よ
り
召
集
す
る
兵
士
を
以
て
、
往

々
無
警
察

の
歌
態

に
陥
り
勝
な
時
代
の
警
備

に
充
て
た
り
、
又
は
攻
撃
的

威
力
を
獲
揮

さ
せ
た
も
の
で
あ
る
。
保
元
の
鼠
に
も
頼
長
は
此
荘
園
の
兵
士
を
翫
催
し
て
居
る
。
常
時
朝
野
の
脅

威
で
あ

っ
た
南
都

.
北
嶺
の
兵
力
が
、
名
高

い
僧
兵
に
あ

っ
た
こ
ε
は
、
屡
僧
徒
の
兵
仗
を
帯
す
る
こ
ご
を
禁
じ

陀
禁
令
の
獲
布
に
依

っ
て
も
知
ら
る

、
が
、
寅
ば
そ
れ
よ
り
も
寧
ろ
末
寺

・
荘
園
の
兵
士
が
其
兵
力
の
中
櫃
で
あ

っ
た
。
彼
等
の
兵
力
を
殺
が
う
ξ
し
て
末
寺

・
荘
園
や
僧
徒
の
私
領
を
浸
牧
し
た
り
、
火
を
放

っ
て
焼
き
佛

つ
だ

り
す
る
こ
ご
の
行
は
れ
た
の
は
、
畢
竟
兵
力
の
源
泉
を
澗
ら
す
の
、方
略

に
出
C
π
る
も
の
に
外
な
ら
鍛
。
卒
氏

の

末
路
に
於
て
自
家
兵
力
の
不
足
を
補
は
ん
が
矯
め
に
、
皇
族
、
公
卿
及

び
国
司
の
武
士
を
召
集
し
た
の
も
、
亦
其

荘
園
や
國
衙
領
の
兵
⊥
⊥
で
あ
っ
π
。
彼
等
は
即
ち
地
方
の
武
士

で
あ
っ
て
、
其
豪
強
な
る
も
の
は
、
利
害
の
衝
突

か
ら
屡
同
僚
聞
で
私
圏
を
行
ひ
、
國
司
も
往
々
こ
れ
を
防
塵
す

る
こ
ε
が
出
來
な
か

っ
た
も
の
で
あ
る
。

4)櫓 垣文書



且

然
る
に
是
等
の
地
方
の
地
主
は
、
源
卒
三
民
の
如
き
武
家
ε
接
鯛
す

る
に
及
ん
で
頓
に
こ
れ
に
渇
仰
し
出
し
た
。

蓋

し
彼
等
武
家
は
も
だ
皇
族
の
出
身
で
は
あ
っ
た
が
内
室
ε
し
て
皇
室
の
経
済
上
の
事
情

か
ら
臣
籍

に
既
さ
れ
、

藤
原
氏

の
駿
椹
墾
團
の
罐

ぎ

な

っ
て
、
中
央
で
は
失
意
の
境
遇

に
置
か
れ
、或
は
国
司
ご
し
て
地
方
に
赴
任
し
、

或
は
將
軍
ざ
し
て
叛
乱

の
討
伐
に
従
事
し
て
居

る
間

に
、
當
時
地
方
の
住
人
ε
呼
ば
れ
た
地
主
ε
接
鯛
を
保
ち
、

そ
こ
に
主
従
の
關
係
が
成
立
ち
、
婚
姻
縁
組
を
結
ぶ
も
の
も
阻
来
た
が
、
中
央
緊
於
て
は
す

べ
て
の
政
務
が
形
式

的
に
な

っ
て
、
軍
事

・
警
察
の
責
務

に
當
る
も
の
も
其
實
力
を
失
ひ
、
生
命
財
産
の
安
全
を
期
し
難
く
、
皇
族
や

貴
族
で
さ

へ
身
邊
の
不
安
を
感
じ
π
上
に
、
彼
等
の
間

に
は
屡
政
権

の
争
奪
が
繰
返

さ
れ
て
、
武
力
溜
賎
し
ん
だ

貴
紳

の
間

に
も
、
今
更
乍
ら
痛
切
に
其
必
要
を
感
じ
、
源
牛
三
兵

の
人
を
引

い
て
自
家
の
家
臣
こ
し
て
護
衛
に
充

て
、
叉
敵
手
を
歴
倒
す

る
の
兵
力
ε
し
た
。
縦
ひ
武
家
の
中
央
に
於
け
る
地
位
は
舁
く
蓬
も
、
其
實
力
が
漸
次
朝

野
に
認
め
ら
る

、
こ
ε

、
な

っ
た
の
は
自
然
の
成
行
で
あ
る
。
こ
れ
を
地
方
の
地
主
よ
り
視
れ
ば
、従
来
の
寺
肚
.

本
所

・
領
家
が
、
多
く
京
都
及
び
其
附
近
に
あ

っ
て
、
地
方
の
事
情

に
疎
く
、
地
方
人
士

に
封
ず
る
理
解
を
訣
い

で
居
た
ε
は
違

っ
て
.
.源
氏

・
卒
氏
は
充
分
の
同
情
為
諒
解
も
あ
っ
だ
か
ら
、
彼
等
は
申
合
せ
た
如
く
に
、
其
土

地

に
關
す

な
保
障
を
こ
れ
に
求
む
る
こ
ご
に
傾

い
て
来
た
の
で
あ
る
。
寛
治
五
年

に
政
府
が
宣

旨

を

下

し
て
、

地
方
の
人
員
が
其
所
有
に
係
る
田
畠
の
公
験
を
好
ん
で
源
養
家

へ
寄
附
す
る
こ
芝
を
禁
じ
、
養
家
の
構
立
し
た
地

論
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方
の
荘
園
を
停
止
し
た
こ
ε
が
あ
る
。
.所
謂
公
験
ε
は
土
地

に
關
し
た
公
女
書
の
事
で
あ

っ
て
、
土
地
の
費
買

・

譲
與

。
寄
附

の
場
合
に
は
こ
れ
を
添

へ
て
交
付
す
る
慣
例
で
あ

っ
た
か
ら
、
田
畠
の
公
験
を
寄
す
`
い
へ
ば
、
帥

ち
田
畠
を
寄
附
す

る
こ
ご
.を
意
味
し
た
の
で
あ
る
。
地
方
の
人
民
即
ち
地
主
が
何
故
に
好
ん
で
此
寄
附
行
雨
を
嫁

す

に
至

っ
た
か
。
こ
れ
盲
ふ
迄
も
な
く
、
養
家
は
源
氏
の
棟
梁
で
あ
っ
た
か
ら

で
、
寄
附
ご
は
い
ふ
も
の

、
、
そ

れ
は
全
く
名
義
上
に
止

っ
て
、
事
實
其
所
有
権
を
保
留
す

る
こ
ご
前
の
寺
肚

・
本
所

・
領
家

に
謝
し
て
な
し
た
一し

同
様
の
保
養
法
で
あ

っ
た
。
斯
く
て
源
氏
や
華
氏
は
地
方
の
地
主
連
か
ら
第
二
の
椹
門
勢
家
ご
祭
り
上
げ
ら
れ
た

の
で
あ
る
。
叉
義
家

の
新

に
構
立
し
た
荘
園
ε
い
ふ
中

に
は
、
彼
れ
が
斯
る
機
會
を
利
用
し
て
自
家
競
園

の
増
殖

を
圖

つ
た
の
も
あ
ら
う
か
ら
.
政
府
は
其
勢
力
の
地
方
扶
植
に
依

っ
て
彼

れ
が
兵
力
の
増
大
を
恐

れ
た
も
の
で
あ

ち
う
℃
さ
れ
ば
此
禁
令
ε
同
時

に
、
彼
れ
が
随
兵
の
入
京
を
も
禁
せ
ら
れ
て
居

る
。

實
際
源
氏
李
氏
が
其
荘
園
の
増
殖
支
持
に
熱
中
し
陀
こ
ε
は
、
養
家
の
弟
の
義
光
が
大
條
顯
季
ε
無
理
か
ら

に

東
園
の
荘
園
を
孚

っ
て
勝

つ
陀
事
實
に
徴
し
て
も
知

れ
る
。
即
ち
六
條
顯
季
な
る
貴
族
が
、
東
國
に
あ
る
所
領
を

源
義
光
に
冒
.占
さ
れ
花
の
で
、
白
河
院
の
廉

に
訴

へ
出
で
だ
。
も
ピ
よ
り
理
は
載
れ
に
あ
る
ε
信
じ
だ
顯
季
は
、

直

に
義
光
の
押
妨
を
停
止
さ
る

、
ご
思
ひ
の
外
、
院
裁
が
容
易
に
下
ら
な
か
っ
た
爲
め
不
安

に
思
ふ
中
、
院
は

　

日
参
院

の
癩
季
に
向
は
せ
ら
れ
て
.
顯
季
の
爲
め
に
は
、
此
所
領
が
な
く
ε
も
事
闘

か
ぬ
に
拘
ら
す
、
義
光
は
懸

命

の
地

ピ
し
て
争
う

て
居
る
か
ら
、
若
し
こ
れ
を
喪

へ
ば
、必
ず
顯
季

の
身
に
危
害
を
加
ふ
る
こ
ε

、
な
ら
う
ε
、

5)百 錬捗 ・後 二條師通記
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寧

ろ
顯
季
の

一
身
の
安
全
の
矯
め
、
故
ら
に
裁
決
を
下
さ
れ
ざ
る
旨
懇
ろ
に
諭

さ
れ
た
か
ら
、
顯
季
は
威
注
し
て

家
に
露
り
、
直

に
義
光
を
招

い
て
我
れ
は

一
旦
理
の
あ
る
ε
こ
ろ
を
主
張
し
に
け
れ
こ
も
、
我
爲
め
に
は
此
荘
な

く
ξ
も
事
關
く
こ
ど
な
き
に
、
卿
が
こ
れ
を
怯
円み
ε
す
る
ε
聞

い
て
は
ス
・便

で
あ
る
ε
、
即
座
に
、
芸
文
を
認
め

て
贈
臭
し
た
。
義
光
は
感
激
の
鯨
b
直
に
顯
季

に
向

っ
て
臣
禮
を
取
り
一
顧
季
の
外
出
の
将
に
は
、
そ
れ
ε
な
く

武
装
し
だ
部
下
の
兵
士

に
護
衛
さ
せ
だ
の
で
、
顯
季
は

一
層
深
く
院

の
御
高
恩
を
感
謝
し
、
所
存
椹
抛
棄
の
賢
明
.

な
る
虎
置
で
あ
っ
た
こ
蓬
に
思
ひ
當

つ
た
ご
い
ふ
の
で
あ
る
、

武
家
は
蕾
に
自
家
の
荘
園
ば
か
り
で
な
く
、
.部
下
な
る
家
人
の
所
領
を
も
極
力
保
護

し
て
こ
れ
を
失
は
せ
ま

い

ε
務
め
π
。
寛
治
五
年
、
義
家
が
其
弟
の
義
綱
ξ
.儲
哭

し
て
今
に
も
京
都
を
修
羅
の
巷
に
化
せ
ん
ε
し
た
こ
蓬
が

あ
る
が
、
其
動
機
は
河
内
に
於
け
る
両
人

の
家
人
闘
の
領
地

分
孚
か
ら
、
延

い
て
こ
れ
を
庇
護
せ
ん
ε
し
た
両
人

及
び
全
国
に
亘

っ
た
其
部
下

の
反
目
ε
な

っ
た
の
で
あ

っ
た
、
こ
れ
を
見

て
今
更
乍
ら
彼
等
の
威
力
に
脅

さ
れ
た

政
府
は
、
共
醐
根
を
絶
だ
ん
ご
し
て
、
彼
地
方
地
主
の
所
有
田
畠
の
寄
附
や
養
家
の
荘
園
新
立
等
に
關
す

る
禁
令

を
矢
継
早

に
獲
布

し
た
の
で
あ

っ
た
。
而
か
も
両

人

の
各
家
人
の
財
産
擁

護
は
彼
等
の
信
顧

に
酬
み
る
爲
め
ば

か
り
ざ
見

る
べ
き
で
な
く
、
恐
ら
く
家
人
の
主
入
に
劃
し
て
負

ふ
べ
き
各
種
の
義
務
が
、
彼
等
の
領
地
の
高
に
割

り
當
て
ら
る

べ
き
關
係
か
ら
.
源
氏
が
自
家
の
勢
力
を
維
持
す

る
爲
め
に
も
、
彼
等
家
人
の
所
領
を
極
度
に
奪
重

し
支
持
す

る
に
至

つ
セ
も
の
ご
看
做
す

べ
き
で
あ
ら
う
。
從
來
寺
肚

・
権
門
勢
家

に
許
さ
れ
た
荘
園
の
新
立
及
び
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二

地
主
の
寄
附
行
爲
が
第

二
の
権
門
勢
家
た
る
武
家
に
限

っ
て
禁
止
せ
ら
る

、
は
不
合
理

で
あ

っ
た
丈
、
斯

る
禁
令

の
實
績
が
暴
ら
う
筈
も
な
か
っ
た
。

四

.

武
家
に
謝
す

る
地
方
人
士

の
信
頼
の
厚

か
.つ
た
鳥
め
、
武
家
は
こ
れ
を
恃
ん
で
往
々
不
正
の
暴
力
に
訴

へ
て
迄

も
、
其
所
領
の
壇
殖
を
囲

っ
た
事
は
寧
ろ
有
勝
の
事
で
あ
っ
定
。
今
其

一
例
を
擧
げ
て
こ
れ
に
關
す

る
印
象
を
深

く
し
や
う
。

相
摸
大
庭
御
厨
は
前

に
も
説

い
た
如
く
.
も
ε
相
模
國
住
人
大
庭
景
正
が
祖
先

の
時
代

か
ら

の
私
領
で
あ
っ
虎

も
の
を
、
神
徳
を
蒙
る
矯
め
だ
こ
い
っ
て
帥
宮
傾
に
寄
附
し
て
伊
勢
恒
吉

に
附
屡

し
、
景
正
の
子
孫
が
泳
ぐ
御
厨

の
下
司
ご
な

っ
た
も
の
で
あ
る
。
當
時
は
全
く
山
野
の
み
で
田
畠
は
な
か

っ
た
か
ら
、
長
治
年
中
国
司
に
請
願
し

て
開
墾

の
許
可
〔
國
制
)を
得

、
.浪
人
を
招

い
て
開
墾
さ
せ
た
結
果
、
田
地
が
出
來
た
か
ら
、
供
祭
物
を
神
宮
に
納

め
て
数
年
を
脛
遇
し
た
。
其
後
在
職
官
人
よ
り
の
進
言

に
依

っ
て
、
国
司
は
屡
奏
聞
を
雛
た
後
、
宣
旨

・
院
宣
を

神
宮

に
下
さ
れ
て
調
査
さ
れ
た
こ
ε
は
あ
る
が
、
停
塵
の
綸
旨
を
下
さ
れ
た
こ
ぐ
」
は
な
く
、
却
て
聴
官
が
立
合

っ

て
四
至
即
ち
境
界
に
榜
示
杭
を
打
ち
～
神
領
の
境
域
を
明
か
に
し
た
。
然
る
に
當
時
鎌
倉
楯

に
居
住
し
て
居
た
源

義
朝

が
、
俄
に
大
庭
御
厨

の
中
に
あ
る
相
模
國
高
座
郡
鵠
沼
郷
は
鎌
倉
郡
の
内
で
あ
る
ξ
爾
し
て
、
大
庭
御
厨

の

東

玉
翰
御
荘

こ
の
堺
に
あ
る
俣
野
川
を
越
え
て
同
郷

に
齪
入
し
、
仕
入
に
劃
し
て
強
制
執
行
を
迫

っ
た
。

こ
れ
に

、



阪

駄

饗
し
て
塗

憾

旦
拒
絶
の
態
度
に
出
で
た
が
、
其
後
又
義
朝
の
郎
従
清
原
安
行
が
騰
官
を
俘

っ
て
同
郷
に
齪
久

し
、

同
郷

の
鎌
倉

郡
内

た

る
こ
ε
は
聴
宣

に
明
白

で
あ

る

こ

い

っ
て
、
供

祭
料
」の
魚

を
奪

っ
て

こ
れ
を
蹂
躪

し
、

大

豆
小
豆

の
苅
取
、を
強
制

し
、
猫

又
多

数

の
軍
兵

を
引

率
し

て
、
不

法

に
あ
郷
内

の
住

人
を
捕

縛

し
、
負
傷

者
を

出
し
尾

調
査
の
結
果
、
此
強
制
執
行
は
留
守
所
目
代
の
命

に
依

っ
て
行
は
れ
た
こ
ε
が
解

っ
た
。
其
隻

田
所

目
代
源
頼
清
及
び
義
朝
の
名
代
安
行
以
下
三
浦

・
中
村

・
和
田
等

の
鄭
從
干
鰈
騎
が
御
厨
内
に
闖
入
し
、
新
立
の

荘
園
は
本
荘
の
外
、
加
納

・
一
色
別
符
に
入
勘
す

べ
し
ご
の
宣
旨
を
濫
用
し
て
、
強
ひ
て
停
屡
執
行
を
な
し
.r
尋

で
在
臆
官
人
が
郷

々
に
入

っ
て
榜
示
を
抜
取
り
、
作
田
の
稻
を
刈
取
り
、
下
司
の
私
財
を
差
押

へ
、
神
人
を
威
罰

し
て
狼
藉
を
極
め
た
か
ら
、
住
人
は
恐
れ
を
な
し
て
逃
げ
散
じ
だ
。
依

っ
て
神
宮
は
先

づ
国
司
に
訴

へ
出
で
る
ξ
、

国
司
は
義
朝

の
暴
行
に
つ
い
て
は
国
司
の
進
止

に
能
は
す

ε

い
っ
て
相
手
に
成

っ
て
呉

れ
す
、
御
厨
の
停
塵
に
つ

い
て
も
、
在
臨
官
人
に
照
脅
し
て
調
査
の
上
回
答
す

る
で
あ
ら
う
ε
答

へ
た
丈
で
、
要
領
を
得
な
か
っ
た
が
、
政

.

府
か
ら
箋

朝
の
暴
行
を
停
止
す
書

籍

つ
い
て
2

・百

が
τ

、
碑
領
騒

の
書

つ
い
て
も
、
天
養
二
年わ

三
月
四
口
の
官
宣
旨
を
以
て
是
等

の
押
妨
を
停
止
し
、
.供
祭
物
を
備
進
ず
る
や
う
に
ε
の
命
令

が
獲
せ
ら
れ
た
。

加
害
暴
行
者
の
互
魁
た
る
義
朝
は
只
上
総
曹
司
定
構
す
る
源
氏
の

】
御
曹
子
な
る
に
過
ぎ

噂

か

っ
π
に
も
拘
ら

書　

実

彼
れ
が
源
氏
の
嫡
統
で
あ

っ
た
短
め
に
、
土
地
の
豪
族
か
ら
推
さ
れ
て
千
飴
騎
の
も
の
が
皆
手
足

幕

っ
て

檜

働

い
た
・
目
代
の
繋

は
姦

義
の
弟
で
あ
る
か
ら
、
義
朝
は
・
れ
ε
結
託
し
て
響

領
を
没
倒
す

る
に
至

っ
た

り

論

叢
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の
で
め
ら
う
。
こ
れ
に
謝
し
て
國
司
は
被
害
者
の
訴
が
あ

っ
て
も
、
国
司
ご
し
て
制
止
す
る
こ
ご
が
出
來
阻
ど
公

言
し
た
の
を
見
る
ご
、
義
朝
は
國
司
以
上
の
勢
力
を
振

っ
て
居
た
に
相
違
な

い
。
常
陸

。
上
総

・
下
紹

・
上
野

・

安
房

.
相
摸

.
武
藏
等
の
坂
東
諸
國
が
、
卒
安
朝

の
末
期

に
疲
弊
を
来
し
て
、
調
庸
雑
物
の
給
復
の

恩

典

に

預

の

つ
だ
の
は
、
「
依
一=

直
観
逆
鬢
H」
ξ
い
は
る

、
け
れ
こ
も
、
此
地
方
に
有
力
な
る
武
家
及
び
其
威
力
を
優
る
地
方

地
主
の
横
暴
に
依

る
こ
喜

多
か
っ
た
で
あ
ら
う
患

は
れ
る
。
是
に
於
て
是
迄
国
衙
領
即
ち
公
田
公
地
以
外
に

本
所

.
領
家
の
荘
園
の
あ

っ
斐

で
あ
っ
た
も
の
が
、
吏
に
全

つ
の
武
家
領
を
加

へ
る
・
葺

な

っ
て
・
此
三

.

つ
.の
も
の
が
日
本
全
國
の
土
地
を
凡
そ
三
易
す
る
に
至

っ
た
の
で
あ
る
。

五

金

の
兵
制
に
、
「
凡
兵
士
人
馴
備
二
精
六
斗
、
撞
二
升
井
雷
火
供
レ
行
戎
具
等
↓
並
貯
二
當
色
庫
』

ε
見
え
る
如
く

糧
食
武
器
は
兵
士

の
自
辨

で
あ

っ
た
。
當
特

の
兵
役
は
口
分
田
に
依

っ
て
負

ふ
義
務
の

↓
つ
で
あ

っ
た
か
ら
兵
士

は
真
魚
措
に
堪

へ
た
の
で
あ
ら
う
。
延
暦
十

一
年
遊
宴
の
地
を
除
く
の
外
諸
国
の
軍
團
を
塵
し
て
健
児
の
制
に
代

へ
.、
叉
郡
司
の
子
弟
を
以
て
守
備

に
充
て
る
こ
ご

、
な
っ
た
の
も
M
兵
役
が
企
國

の
有
産
階
級
の
募
兵
制
度
に
推

移
し
た
こ
ε
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
中
古
に
於
け
る
地
主
の
兵
式
訓
練
は
由
蘂
価
し
ε
謂
は
ね
ば
な
ら

臓
。
李
安

朝
の
末
地
方
に
叛
飢
の
起

つ
た
場
合

に
、
国
司
に
命
じ
て
兵
士
を
徴
募
し
糧
食
を
輸
送

さ
せ
π
こ
ξ
は
あ
る
が
、
豫

期

の
成
績
を
學
ぐ

る
こ
だ
は
決

し
て
容
易
で
な
か
っ
た
。
そ
れ
が
武
家
ε
地
方
地
主

ε
の
主
従
關
係
に
依
る
ε
す

8)
9)

10)

東大寺交書宴保二年十二月二十九日太政官符
軍坊令
類聚三代格十八健児事
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映

る
ε
、
彼
等
の
精
帥
的
結
合
ε
纒
濟
的
負
捲
ε
が
軍
隊

の
行
動
を
最
も
圓
滑

に
且

つ
処
速
に
達
成

さ
せ
お
こ
ざ
が

出
家

て
此
上
も
な
く
調
法
で
あ

っ
た
。
地

方
の
住
人
に
警
察
権
の

一
部
を
行
使
す

る
こ
ご
を
許
し
た
政
府
は

(例

へ
ば
永
久
五
年
に
越
後
の
佳
人
季
家
基
に
源
義
親

ご
詐
構
す
る
も
の

、
逮
捕
を
命
じ
た
如
き
回
更

に
進
ん
で
武
家

ε
地
方
の
住
人
こ
の
主
従
關
係
を
も
認
め
て
、
源
卒
三
民
が
各
彼
等
を
牽
み
て
征
伐
の
任
務
を
遂
行
す
る
こ
ε
を

命
ず
る
に
至

つ
π
の
で
あ
る
。

'

源
孕
二
氏
の
勢
力
が
互
角
で
あ

っ
た
間
は
、
源
氏
は
其
祀
先
以
來
、
東

園
に
縁
故
が
深
く
、
平
氏
は
西
園
ご
親

密
で
あ

っ
だ
丈
、
自
然
共
勢
力
圏
も
地
方
的

に
束
酉
に
匪
分
さ
れ
、
朝
廷
も
こ
れ
を
利
用
し
て
東
園
に
叛
観

の
あ

っ
た
場
合
は
源
氏
を
追
討
使
ε
し
て
振
邉
さ
れ
、
西
國

へ
は
又
孕
氏
を
派
遣
さ
れ
る
蓬
、
源
牛
二
氏
は
各
其
部
下

r
な
る
地
方
の
住
人
を
牽
み
て
使
命
を
全
う
す
る
の
例
で
め

っ
た
。
然
る
に
後
に
李
満
盛
の
勢
力
が
源
氏
を
歴
制
し

て
濁
b
政
椹
を
執
る
こ
ε

、
な

っ
て
か
ら
は
、
日
本
全
国
の
土
地
管
理
者
た
る
地
頭
が
大
抵
孚
氏
の
家
人

で
あ

っ

た
事
は
、
吾
妻
鏡
に
丈
治
元
年
頼
朝
が
諸
国
荘
園
に
地
頭
を
置

い
π
事
を
叙
し
て
、「
前

々
稠
二地

頭
口者
、
多
分
平

家
々
人
也
、
是
非
二
朝
恩
↓
或
牛
家
領
内
、
其
號
補
二
置
之
の
或
國
司
領
家
爲
二
私
芳
志

剛定
二補
子
其
庄
園
↓
又
令
レ違

=
青
本
主
命

一之
時
者
.
改
一一替
之
一」
云
々
ピ
あ
る
を
以
て
知
ら
る

h
。
李
氏
の
家
人
が
所
謂
李
家
領
の
地
頭
に
補

・

せ
ら
れ
た
の
は
當
然
の
事
で
あ
る
け
れ
こ
も
、
国
司

・
領
家
毛
亦
其
荘
園
の
地
頭
に
卒
氏
の
家
人
を
定
補
し
た
蓬

あ
る
は
如
何
な
る
事
情

に
依

っ
た
も
の
で
め
ち
う
か
。
領
家
は
荘
園
に
謝
し
た
語
で
め
る
か
ら
國
司
に
射

し
て
は
、
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国
衙

領

ε
い
ふ

べ
き
で
、

そ
れ

に
も
季

氏

の
家
人

を
地

頭

に
補

し
た

こ
ε

＼
思
は

る

、
。

然

る
に
地

頭

の

補
任

は
國

司
領

家

の
私

の
芳

志
ε

し
て
ゴ
あ

っ
て
、
何

れ
も

朝

恩
で
な

か

っ
た

ご
は
、
地

頭

の
補
任

が
国

司

.
頗
家

の

好
意

よ
り
出
で

花
も
の
で
、
荘
官

ε
は

い

っ
て
居

て
も

、
決

し
て
官

吏
を

意
味

せ
な

か

っ
た

の
で
あ

る
。
併

し
國

司

・
領
家

が
何
を

以
て
牢

氏

の
家
人
を
共
地

頭

ご
し
た

か

ε
い

へ
ば

、
他

で
は
な

い
。
孕
氏

の
勢

力

に
依
頼

し
陀

か
が
彼
等
の
財
産
の
保
善
上
塞

で
あ
っ
π
か
ら
で
勇

。
而
し
て

「前
葎

・地

頭
者

多
皐

家
矢

色
」
ε

い
へ
ば
、
源
氏
の
失
脚
以
來
、
従
来
源
氏

の
家
人
ξ
し
て
其
勢
力
に
依
頼

し
つ
＼
め

つ
陀
も
の
吃
亦
響
背
を
異
に

し
て
・
李

氏

の
家
人

己
な

っ
た

ぜ
看
做

さ
な
け
れ
ば
な

ら

諏
。

家
人

こ
な

る
も
.
も

ご
く

地
主

が
自

家

の
利
益

擁
説

の
薦
め
に
す
る
こ
ε
を
主
た
る
目
的

だ
し
π
も
の
が
多

か
っ
た
か
ら
、
累
代

の
家
人
ε
し
て
不
可
分
離
の
關

係
に
あ

っ
だ
或
者
を
除

く
の
外
は
、
彼
等
は
敢
て
土
家

の
興
磨

に
殖
じ
ゃ
う
ε
す
る
も
の
で
な

か
っ
た
。
源
氏
の

家
人
が
平
氏
に
走

つ
π
か
ら
ε
い
っ
て
別
段
不
思
議
は
な
い
。
後
年
頼
朝
の
兵
を
擧
げ
だ
時
、
彼
等
は

】
旦
こ
れ

に
歯
向

っ
陀
も
の

＼
、
後
に
は
皆
服
従
し
て
創
業

の
元
勲
ε
な
b
濟
ま
し
て
居
る
。
斯
く
て
李
氏
は
殆
ご、
全
國
に

亘

っ
て
居
π
地
主
で
あ
り
、
地
頭
で
あ
る
,し
こ
ろ
の
家
人
を
以
て
事
買
上
の
土
地
管
理
を
行
ひ
、
同
時
に
國
家
の

治
安
維
持

の
任
を

一
手
に
猫
占

し
た
。
其
後
牛
氏

の
地
位
が
頼
朝
に
依

っ
て
取

っ
て
代
ら
れ
た
後
は
從
來
の
主
從

關
係
が
御
家
・人
制
度
に
依

っ
て

一
層
組
織
的
に
な
る
ε
共

に
、
武
家
の
国
家

の
土
地
管
理
が

一
層
徹
底
的

に
行
は

る

、
に
至

っ
た
の
で
あ
る
。

●


